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（
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仁
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宮
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弘
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塚
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將
司
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依
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茂
巳
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以
上
二
十
二
名
） 

（
欠 

席 

議 
員
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

金
丸 

三
郎
君 

 

長
沼 
達
彦
君 

 

（
職
務
の
た
め
議
場
に
出
席
し
た
事
務
局
職
員
の
職
氏
名
） 

事

務

局

長 

森
澤 

淳
君 

 
事

務

局

次

長 

長
田 

哲
也
君 

 

（
説
明
の
た
め
に
議
場
に
出
席
し
た
者
の
職
氏
名
） 

管

理

者 

樋
口 

雄
一
君 

 

副 

管 
理 
者 

保
坂 

 

武
君 

 

副 

管 

理 

者 

田
中 

久
雄
君 

副 

管 

理 

者 

角
野 

幹
男
君 

 

副

管

理

者 
岸
川 

仁
和
君 

 

事

務

局

長 

森
澤 

 

淳
君 

消

 
 

防

 
 

長 

今
井 

 

洋
君 

 

会

計

管

理

者 
石
原 

賢
二
君 

 

事

務

局

次

長 

長
田 

哲
也
君 

次 
 
 

 

長 

伏
見 

真
幸
君 

 

次 
 
 

 

長 

花
井 

 

正
君 

 

次 
 
 

 

長 

饗
場 

正
人
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総

務

課

長 

萩
原 
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防

課
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宮
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光
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代

表

監

査
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乙
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環
君 

教

育

委

員

長 

平
賀 

数
人
君 

 

教

育

長 

長
谷
川
義
高
君 

 

教

育

委

員 

西
山 

 

豊
君 

教

育

委

員 

田
中 

正
清
君 

 

教

育

委

員 

佐
野 

勝
彦
君 
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委

員
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口 

 

要
君 

公

平

委

員 

横
山 

善
宏
君 
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開
会
時
間 

午
後
一
時
三
十
分 

○
議
長
（
池
谷
陸
雄
君
）
た
だ
今
か
ら
、
平
成
二
十
九
年
七
月
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
議
会
臨
時
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。 

こ
れ
よ
り
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

報
告
事
項
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 

本
臨
時
会
に
提
出
す
る
議
案
に
つ
い
て
、
管
理
者
か
ら
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

 

提
出
議
案
は
、
議
事
日
程
記
載
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
の
で
、
朗
読
を
省
略
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 

次
に
、
甲
府
市
選
出
組
合
議
員
の
う
ち
、
荻
原
隆
宏
君
、
佐
野
弘
仁
君
、
山
中
和
男
君
は
、
六
月
二
十
一
日
、
一
身
上
の
都
合
に

よ
り
辞
職
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
れ
に
伴
い
ま
し
て
、
同
日
の
甲
府
市
議
会
に
お
い
て
新
た
に
、
清
水 

仁
君
、
岡 

政
吉
君
、
植
田
年
美
君
が
選
出
さ
れ
、
本
組

合
の
議
員
と
な
ら
れ
ま
し
た
。 

 
 

 

ま
た
、
昭
和
町
選
出
組
合
議
員
の
う
ち
、
三
井 

猛
君
、
田
中
博
愛
君
は
、
五
月
十
一
日
、
一
身
上
の
都
合
に
よ
り
辞
職
さ
れ
ま

し
た
。 

 
 

 

こ
れ
に
伴
い
ま
し
て
、
同
日
の
昭
和
町
議
会
に
お
い
て
新
た
に
、
塚
原
將
司
君
、
依
田
茂
巳
君
が
選
出
さ
れ
、
本
組
合
の
議
員
と

な
ら
れ
ま
し
た
。 

こ
こ
で
、
今
回
新
た
に
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
議
員
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
方
々
を
、
事
務
局
よ
り
紹
介
さ
せ
ま
す
。 

長
田
事
務
局
次
長
。 

○
事
務
局
次
長
（
長
田
哲
也
君
）
そ
れ
で
は
、
ご
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

 

清
水 

仁
議
員 

○
清
水 

仁
君 

は
い
。 

○
事
務
局
次
長
（
長
田
哲
也
君
）
岡 

政
吉
議
員 

○
岡 

政
吉
君 

は
い
。 
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○
事
務
局
次
長
（
長
田
哲
也
君
）
植
田 

年
美
議
員 

○
植
田
年
美
君 

は
い
。 

○
事
務
局
次
長
（
長
田
哲
也
君
）
塚
原 

將
司
議
員 

○
塚
原
將
司
君 

は
い
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

○
事
務
局
次
長
（
長
田
哲
也
君
）
依
田 

茂
巳
議
員 

○
依
田
茂
巳
君 
は
い
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

○
事
務
局
次
長
（
長
田
哲
也
君
）
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
議
長
（
池
谷
陸
雄
君
）
次
に
、
四
月
の
人
事
異
動
に
よ
り
ま
し
て
、
新
た
に
就
任
し
た
職
員
も
お
り
ま
す
の
で
、
組
合
職
員
か
ら
、
自

己
紹
介
し
た
い
旨
の
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
際
発
言
を
許
し
ま
す
。 

○
事
務
局
局
長
（
森
澤 

淳
君
）
改
め
ま
し
て
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
の
事
務
局
長
に
、
こ
の

四
月
か
ら
な
り
ま
し
た
、
森
澤
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
消
防
長
（
今
井 

洋
君
）
消
防
長
の
今
井
で
ご
ざ
い
ま
す
。
去
年
に
引
き
続
き
ま
し
て
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
会
計
管
理
者
（
石
原 

賢
二
君
）
会
計
管
理
者
の
石
原
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
事
務
局
次
長
（
長
田
哲
也
君
）
事
務
局
次
長
の
長
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
消
防
次
長
（
伏
見
真
幸
君
）
消
防
本
部
次
長
の
伏
見
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
消
防
署
長
（
花
井 

正
君
）
消
防
本
部
次
長
兼
南
消
防
署
長
の
花
井
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
総
務
課
長
（
萩
原 

亨
君
）
消
防
本
部
総
務
課
長
の
萩
原
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
人
事
課
長
（
饗
場
正
人
君
）
消
防
本
部
次
長
兼
人
事
課
長
の
饗
場
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
警
防
課
長
（
宮
下
光
夫
君
）
警
防
課
長
の
宮
下
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
池
谷
陸
雄
君
）
次
に
、
欠
席
者
の
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

金
丸
三
郎
君
、
長
沼
達
彦
君
は
、
一
身
上
の
都
合
に
よ
り
、
欠
席
す
る
旨
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。 
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以
上
で
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

こ
れ
よ
り
日
程
に
入
り
ま
す
。
日
程
第
一
「
議
席
の
指
定
」
を
行
い
ま
す
。 

議
席
は
、
会
議
規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
長
に
お
い
て
指
定
い
た
し
ま
す
。 

議
席
番
号
と
氏
名
を
職
員
に
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

長
田
事
務
局
次
長
。 

○
事
務
局
次
長
（
長
田
哲
也
君
）
そ
れ
で
は
、
朗
読
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

議
席
番
号 

三
番 
清
水 

仁
君
、
六
番 

岡 

政
吉
君
、
九
番 

植
田 

年
美
君
、
二
十
三
番 

塚
原 

將
司
君
、
二
十
四
番 

依
田 

茂

巳
君
、
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
議
長
（
池
谷
陸
雄
君
）
た
だ
今
朗
読
し
た
と
お
り
、
議
席
を
指
定
い
た
し
ま
し
た
。 

次
に
、
日
程
第
二
「
議
席
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
」
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

今
回
、
新
た
に
選
出
さ
れ
ま
し
た
議
員
の
方
々
の
議
席
の
指
定
に
関
連
し
、
議
席
の
一
部
変
更
を
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

そ
の
議
席
番
号
と
氏
名
を
職
員
に
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

長
田
事
務
局
次
長
。 

○
事
務
局
次
長
（
長
田
哲
也
君
）
そ
れ
で
は
、
朗
読
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

議
席
番
号
、
六
番 

坂
本 

信
康
君
を
七
番
へ
、
七
番 
長
沼 

達
彦
君
を
八
番
へ
、
八
番 

中
村 

明
彦
君
を
十
番
へ
、
十
番 

清
水 

英

知
君
を
十
一
番
へ
変
更
と
い
た
し
ま
す
。 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
議
長
（
池
谷
陸
雄
君
）
お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。 

た
だ
今
朗
読
し
た
と
お
り
、
議
席
の
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

○
議
長
（
池
谷
陸
雄
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 
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こ
こ
で
、
暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

午
後
一
時
四
十
分
休
憩 

 
 

 
 

 
 

午
後
一
時
四
十
三
分
再
開
議 

○
副
議
長
（
内
藤
久
歳
君
）
休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま
す
。 

先
程
、
休
憩
中
に
池
谷
陸
雄
君
か
ら
議
長
の
辞
職
願
い
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。 

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。 

こ
の
際
「
議
長
辞
職
に
つ
い
て
」
を
日
程
に
加
え
議
題
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

○
副
議
長
（
内
藤
久
歳
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
「
議
長
辞
職
に
つ
い
て
」
を
日
程
に
追
加
し
、
議
題
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

こ
れ
よ
り
、
「
議
長
辞
職
に
つ
い
て
」
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

池
谷
陸
雄
君
の
除
斥
を
求
め
ま
す 

（
池
谷
陸
雄
君 

退
場
） 

○
副
議
長
（
内
藤
久
歳
君
）
池
谷
陸
雄
君
か
ら
の
辞
職
願
を
職
員
に
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

 
 

 

長
田
事
務
局
次
長
。 

○
事
務
局
次
長
（
長
田
哲
也
君
）
そ
れ
で
は
朗
読
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
四
日
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
議
会
副
議
長 

内
藤
久
歳
様 

甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
議
会
議
長 

池
谷
陸
雄 

辞
職
願 

こ
の
た
び
一
身
上
の
都
合
に
よ
り
、
議
長
を
辞
職
し
た
い
の
で
許
可
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
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○
副
議
長
（
内
藤
久
歳
君
）
お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。 

池
谷
陸
雄
君
の
議
長
辞
職
を
許
可
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
び
者
あ
り
） 

○
副
議
長
（
内
藤
久
歳
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
池
谷
陸
雄
君
の
議
長
辞
職
を
許
可
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

池
谷
陸
雄
君
の
入
場
を
求
め
ま
す
。 

（
池
谷
陸
雄
君 

入
場
） 

○
副
議
長
（
内
藤
久
歳
君
）
池
谷
陸
雄
君
か
ら
、
議
長
退
任
の
挨
拶
を
し
た
い
旨
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
許
し
ま
す
。 

池
谷
陸
雄
君
。 

（
池
谷
陸
雄
君 

登
壇
）
） 

○
議
長
（
池
谷
陸
雄
君
）
退
任
に
あ
た
り
ま
し
て
、
一
文
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

昨
年
の
七
月
の
組
合
議
会
の
こ
の
臨
時
会
に
お
き
ま
し
て
、
議
員
各
位
の
温
か
い
ご
推
挙
を
い
た
だ
き
、
議
長
の
栄
誉
職
に
就
か

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、
重
責
を
お
受
け
い
た
し
ま
し
て
か
ら
、
本
日
ま
で
、
組
合
議
員
各
位
そ
れ
に
三
市
一
町
の
当
局
の
み
な
さ

ま
方
の
絶
大
な
る
ご
協
力
を
指
導
い
た
だ
き
ま
し
て
、
大
過
な
く
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
心
よ
り
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ

る
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

地
方
自
治
体
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
以
前
と
し
て
厳
し
い
環
境
に
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
の
各
所
つ
い
最
近

で
は
九
州
北
部
の
豪
雨
な
ど
、
五
十
年
に
一
度
ま
た
百
年
に
一
度
と
い
わ
れ
る
記
録
的
な
大
雨
に
よ
る
河
川
の
氾
濫
、
土
砂
災
害
に

見
舞
わ
れ
、
ま
た
都
市
部
に
お
い
て
も
、
極
所
的
に
突
発
的
な
自
然
災
害
が
多
く
発
生
す
る
中
に
あ
っ
て
、
消
防
力
の
強
化
、
充
実

の
必
要
性
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
ま
す
。 

今
後
は
い
ち
議
員
と
し
て
微
力
な
が
ら
広
域
行
政
の
発
展
の
た
め
に
、
尽
力
し
て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
、
皆
様
方
に
は
大
変
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
こ
と
を
、
心
よ
り
感
謝
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 
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簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
退
任
の
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
長
い
間
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
副
議
長
（
内
藤
久
歳
君
）
大
変
ご
苦
労
様
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

た
だ
今
、
議
長
が
欠
員
と
な
り
ま
し
た
。
お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。 

こ
の
際
、
「
議
長
選
挙
」
を
日
程
に
追
加
し
、
選
挙
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

○
副
議
長
（
内
藤
久
歳
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

こ
れ
よ
り
「
議
長
選
挙
」
を
行
い
ま
す
。 

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。 

選
挙
の
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
方
自
治
法
第
百
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
推
選
に
よ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

○
副
議
長
（
内
藤
久
歳
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
選
挙
の
方
法
は
、
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。
重
ね
て
お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。 

指
名
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
議
長
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
、
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

○
副
議
長
（
内
藤
久
歳
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
議
長
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

第
四
十
二
代
議
長
に
、
清
水 

仁
君
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。 
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た
だ
い
ま
、
議
長
に
お
い
て
指
名
い
た
し
ま
し
た
清
水 

仁
君
を
議
長
の
当
選
人
と
定
め
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

○
副
議
長
（
内
藤
久
歳
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た 

清
水 

仁
君
が
、
第
四
十
二
代
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
議
会
議
長
に
当
選
さ
れ

ま
し
た
。 

た
だ
い
ま
、
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
清
水 

仁
君
が
議
場
に
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
本
席
か
ら
会
議
規
則
第
二
十
七
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
告
知
い
た
し
ま
す
。
清
水 

仁
君
の
発
言
を
求
め
ま
す
。
清
水 

仁
君
。 

○
議
長
（
清
水 

仁
君
）
た
だ
い
ま
議
長
か
ら
指
名
推
選
い
た
だ
き
ま
し
て
、
こ
こ
に
お
ら
れ
ま
す
議
員
の
皆
様
方
の
ご
承
認
に
よ
り
ま
し

て
、
伝
統
と
歴
史
あ
る
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
議
会
の
議
長
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
、
清
水
で
ご
ざ
い
ま
す
。
非

常
に
名
誉
に
感
ず
る
と
と
も
に
、
そ
の
責
任
の
重
大
さ
を
、
痛
感
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
三
市
一
町
が
と
も
に
力
を
合
わ
せ
、
消
防
業
務
を
中
心
と
い
た
し
ま
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
展
開
し
な
が
ら
、
地
域
の
皆
様
方
の
生
命
と
財
産
を
守
り
な
が
ら
、
圏
域
の
均
衡
あ
る
発
展
と
住
民
福
祉
の
一

層
の
向
上
に
努
め
て
参
り
ま
し
た
。
広
域
行
政
の
重
要
性
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
さ
ら
申
し
上
げ
る
ま
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど

も
、
議
長
の
職
の
重
さ
を
心
に
刻
み
な
が
ら
、
圏
域
住
民
の
付
託
に
応
え
る
議
会
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
そ
し
て
圏
域
住
民
の
福
祉

向
上
と
安
全
安
心
な
生
活
が
で
き
る
環
境
圏
域
作
り
の
た
め
、
誠
心
誠
意
努
力
を
す
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
議
員
の
皆
様
方

の
ご
指
導
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
切
に
お
ね
が
い
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
就
任
の
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

今
後
と
も
、
何
卒
お
ね
が
い
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
副
議
長
（
内
藤
久
歳
君
）
清
水 

仁
君
、
議
長
席
に
お
着
き
願
い
ま
す
。 

議
員
各
位
の
ご
協
力
に
感
謝
申
し
上
げ
て
、
議
長
を
退
席
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
議
長
（
清
水 

仁
君
）
そ
れ
で
は
、
た
だ
今
よ
り
、
議
会
運
営
に
あ
た
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

そ
れ
で
は
議
事
に
入
り
ま
す
。
日
程
第
三
「
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
」
を
行
な
い
ま
す
。 
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会
議
録
署
名
議
員
に
は
、
会
議
規
則
第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
坂
本
信
康
君
、
依
田
茂
巳
君
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

次
に
、
日
程
第
四
「
会
期
の
決
定
に
つ
い
て
」
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。
お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。 

今
臨
時
会
の
会
期
は
、
本
日
一
日
間
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

○
議
長
（
清
水 
仁
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
会
期
は
、
本
日
一
日
間
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

次
に
、
日
程
第
五
、
議
案
第
十
号
か
ら
、
日
程
第
十
一
、
議
案
第
十
六
号
ま
で
の
七
案
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

管
理
者
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

管
理
者 

樋
口
雄
一
君
。 

○
管
理
者
（
樋
口
雄
一
君
）
本
日
の
組
合
議
会
臨
時
会
に
提
案
い
た
し
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
大
要
を
ご
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。 ま

ず
、
議
案
第
十
号
「
専
決
処
分
に
つ
い
て
」
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
十
二
日
、
甲
府
市
立
石
田
小
学
校
で
発
生
し
た
職
員
の

公
務
中
の
物
損
事
故
に
関
し
、
損
害
賠
償
の
額
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
案
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
処
理
に
急
を
要
し
、
組
合
議
会
を
招
集
す
る
時
間
的
余
裕
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
地

方
自
治
法
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
処
分
を
行
い
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
承
認
を
求
め
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
十
一
号
「
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
条
例
の
左
横
書
き
等
の
整
備
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
制
定
に

つ
い
て
」
は
、
本
組
合
の
条
例
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
を
定
め
る
た
め
の
条
例
制
定
で
あ
り
ま
す
。
次

に
、
議
案
第
十
二
号
「
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
個
人
情
報
保
護
条
例
制
定
に
つ
い
て
」
は
、
本
組
合
の
機
関
等
に
お
け
る
個

人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
、
広
域
行
政
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
り
つ
つ
、
個
人
の
権
利
・
利
益
を
保
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護
す
る
た
め
の
条
例
制
定
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
十
三
号
「
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
職
員
退
職
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
」

は
、
雇
用
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
退
職
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
失
業
し
て
い
る
も
の
の
退
職
手
当
に
係
る
所
要
の
改
正
を
す

る
た
め
の
一
部
改
正
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
十
四
号
「
財
産
の
取
得
に
つ
い
て
」
は
、
救
助
用
資
機
材
を
積
載
し
た
救
助
工
作
車Ⅱ

型
一
台
を
購
入
す
る
に
つ

き
ま
し
て
は
、
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決

を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
十
五
号
「
財
産
の
取
得
に
つ
い
て
」
は
、
高
度
救
命
処
置
用
資
機
材
を
積
載
し
た
高
規
格
救
急
自
動
車
一
台
を
購

入
す
る
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、

議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
十
六
号
「
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
」
は
、
本
組
合
の
公
平
委
員
会
委
員
の
う
ち
、
石
原 

昭
が
本
年

三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
辞
職
し
た
の
で
、
後
任
と
し
て
山
本 

哲
を
選
任
す
る
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
方
公
務
員
法
第
九
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
同
意
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

以
上
が
、
本
日
提
案
い
た
し
ま
し
た
案
件
の
大
要
で
あ
り
ま
す
。
ご
審
議
の
う
え
、
ご
協
賛
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

し
て
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

○
議
長
（
清
水 

仁
君
）
以
上
で
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

こ
こ
で
暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

休
憩
中
に
本
議
場
に
お
き
ま
し
て
、
全
員
協
議
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

午
後
一
時
五
十
一
分
休
憩 

 
 

 
 

 
 

午
後
二
時
二
十
三
分
再
開
議 

○
議
長
（
清
水 

仁
君
）
そ
れ
で
は
、
休
憩
前
に
引
き
続
き
ま
し
て
会
議
を
開
き
ま
す
。 
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こ
れ
よ
り
、
た
だ
い
ま
議
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
議
案
の
う
ち
、
日
程
第
五
、
議
案
第
十
号
に
つ
い
て
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 

こ
れ
よ
り
、
日
程
第
五
、
議
案
第
十
号
に
つ
い
て
採
決
い
た
し
ま
す
。 

本
案
に
つ
い
て
は
、
提
案
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

○
議
長
（
清
水 
仁
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 

よ
っ
て
、
本
案
は
、
提
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

 
 

 

次
に
、
日
程
第
六
、
議
案
第
十
一
号
に
つ
い
て
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 

こ
れ
よ
り
、
日
程
第
六
、
議
案
第
十
一
号
に
つ
い
て
採
決
い
た
し
ま
す
。 

本
案
に
つ
い
て
は
、
提
案
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

○
議
長
（
清
水 

仁
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 

よ
っ
て
、
本
案
は
提
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

 
 

 

次
に
、
日
程
第
七
、
議
案
第
十
二
号
に
つ
い
て
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 

こ
れ
よ
り
、
日
程
第
七
、
議
案
第
十
二
号
に
つ
い
て
採
決
い
た
し
ま
す
。 

本
案
に
つ
い
て
は
、
提
案
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

○
議
長
（
清
水 

仁
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
本
案
は
提
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 
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次
に
日
程
第
八
、
議
案
第
十
三
号
に
つ
い
て
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 

こ
れ
よ
り
、
日
程
第
八
、
議
案
第
十
三
号
に
つ
い
て
採
決
い
た
し
ま
す
。 

本
案
に
つ
い
て
は
、
提
案
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

○
議
長
（
清
水 
仁
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
本
案
は
提
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

次
に
日
程
第
九
、
議
案
第
十
四
号
及
び
日
程
第
十
、
議
案
第
十
五
号
に
つ
い
て
一
括
で
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 

こ
れ
よ
り
、
日
程
第
九
、
議
案
第
十
四
号
及
び
日
程
第
十
、
議
案
第
十
五
号
に
つ
い
て
一
括
で
採
決
い
た
し
ま
す
。 

本
案
に
つ
い
て
は
、
提
案
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

○
議
長
（
清
水 

仁
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
本
案
は
提
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

 
 

 

次
に
日
程
第
十
一
、
議
案
第
十
六
号
に
つ
い
て
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 

こ
れ
よ
り
、
日
程
第
十
一
、
議
案
第
十
六
号
に
つ
い
て
採
決
い
た
し
ま
す
。 

本
案
に
つ
い
て
は
、
提
案
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

○
議
長
（
清
水 

仁
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 

よ
っ
て
、
本
案
は
提
案
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

 
 

 

こ
こ
で
、
同
意
を
得
ら
れ
ま
し
た
山
本 

哲
君
か
ら
、
あ
い
さ
つ
し
た
い
旨
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
際
発
言
を
許
し

ま
す
。
山
本 

哲
君
。 
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○
山
本 

哲
君 

た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
、
昭
和
町
公
平
委
員
の
山
本 

哲
と
申
し
ま
す
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

こ
の
た
び
、
当
組
合
の
公
平
委
員
と
し
て
ご
同
意
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 

微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
み
な
さ
ま
の
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
与
え
ら
れ
た
職
務
を
全
う
で
き
ま
す
よ
う
、
一

生
懸
命
頑
張
っ
て
い
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
わ
た
く
し
の
あ
い
さ
つ
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

以
上
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
議
長
（
清
水 

仁
君
）
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
本
臨
時
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
議
案
の
審
議
を
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
会
議
を

閉
じ
、
平
成
二
十
九
年
七
月
甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
議
会
臨
時
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 

閉
会
時
間 

午
後
二
時
二
十
七
分 
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平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
四
日 

甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
議
会 

議 
 

長 
 
 

清 

水 
 

 

仁 

副 

議 

長 
 

内 

藤 

久 

歳 

署
名
議
員 

 

坂 

本 

信 

康 
 

 
 

 
 

 
 

署
名
議
員 

 

依 

田 

茂 

巳 


